
きね川福祉作業所内の日々の出来事を毎月お伝えします。 

9月30日をもって緊急事態宣言が解除されました。新型コロナの感染者数も減ってき

てはいますが、まだまだ落ち着きを取り戻せる状況にはありません。飲食店も再開し、

人流の増加で第6波やインフルエンザの懸念もあります。引き続き気を緩めず、対応を

しなければならないと感じています。作業所では、これまで同様に、換気・所内消毒・

手洗いの徹底・密を避けるなど感染対策を実施します。また、月1回職員のPCR検査を

実施し予防に努め、日々ご利用者・職員ともに安心して過ごせる環境づくりを行ってい

きます。（清水） 
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